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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気より平均分子量が大きい冷媒ガスを用いた冷凍サイクル装置を有する室内機を備え
た空気調和装置であって、
　前記室内機の設置位置の床面からの高さを検出する高さ検出手段と、
　高さ閾値を設定する高さ閾値設定手段と、
　前記高さ検出手段により検出された高さが、前記高さ閾値設定手段により設定された高
さ閾値以下であるか否かを検知する監視手段と、
　前記監視手段が、前記高さ検出手段により検出された高さが前記高さ閾値設定手段によ
り設定された高さ閾値以下であることを検知した場合に、前記冷凍サイクル装置を運転不
能とする制御手段と、を備えたことを特徴とする空気調和装置。
【請求項２】
　前記高さ閾値設定手段による高さ閾値の設定に必要な情報を予め記憶する記憶手段を備
え、
　前記高さ閾値設定手段は、前記記憶手段の情報に基づいて高さ閾値を設定することを特
徴とする請求項１に記載の空気調和装置。
【請求項３】
　前記高さ閾値設定手段による高さ閾値の設定に必要な情報を入力するための入力手段を
備え、
　前記高さ閾値設定手段は、前記入力手段に入力された情報に基づいて高さ閾値を設定す
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ることを特徴とする請求項１に記載の空気調和装置。
【請求項４】
　前記室内機が設置される部屋の床面積を検出する広さ検出手段を備え、
　前記高さ閾値設定手段は、前記広さ検出手段により検出された床面積に基づいて高さ閾
値を設定することを特徴とする請求項１に記載の空気調和装置。
【請求項５】
　前記広さ検出手段は、前記室内機が設置される部屋内の温度分布を検出する温度検出手
段を兼ねることを特徴とする請求項４に記載の空気調和装置。
【請求項６】
　前記室内機が設置される部屋内の雰囲気の絶対湿度を検出する絶対湿度検出手段を備え
、
　前記高さ閾値設定手段は、前記絶対湿度検出手段により検出された絶対湿度に基づいて
高さ閾値を設定することを特徴とする請求項１に記載の空気調和装置。
【請求項７】
　前記高さ閾値設定手段は、設定する高さ閾値を、０．７～１．５（ｍ）の範囲内に限定
することを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の空気調和装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、空気調和装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来における空気調和装置としては、室内機と室外機からなり可燃性冷媒を使用する空
気調和装置において、室内機を使用する部屋の床面積を入力する入力手段と、この入力手
段に入力された床面積の入力値と予め設定された設定値を比較する比較手段と、室外機に
設けられ比較手段の比較結果に基づいて余剰冷媒を貯溜する余剰冷媒貯溜装置とを備えた
ものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、この特許文献１には、空気調和装置の冷媒充填量Ｍは、下限燃焼限界ＬＦＬ、設
置高さＨ、床面積Ａとの間で次の式（１）の関係を満たすようにすることが好ましい旨も
記載されている。
　Ｍ＝２．５５×（ＬＦＬ）＾１．２５×Ｈ×Ａ＾０．５　・・・　式（１）
　（なお、この式において「ｘ＾ｙ」の表記は、ｘのｙ乗を表している。以下の記載にお
いても同じである。）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３４７７１８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に示された従来における空気調和装置においては、空気調和
装置の室内機の設置高さは固定されたものとしており、例えば、室内機の据え付け時等に
おいて室内機が低い位置に設置された場合等においては、式（１）によれば許容される冷
媒充填量Ｍが小さくなってしまう。このため、使用される冷媒が少なくなり空気調和装置
の能力が低下してしまう。
【０００６】
　また、室外機に余剰冷媒を貯溜する余剰冷媒貯溜装置を設けるため装置の構成が複雑化
してしまう上、室内機が低い位置に設置された場合等に余剰冷媒量が多くなると貯溜する
タンクに必要な容量が多くなり室外機のサイズアップを招来してしまう。
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【０００７】
　この発明は、このような課題を解決するためになされたもので、室内機が不適切な高さ
位置に設置された場合に、室内機の冷凍サイクル装置の運転を制限することができる空気
調和装置を得るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明に係る空気調和装置においては、空気より平均分子量が大きい冷媒ガスを用い
た冷凍サイクル装置を有する室内機を備えた空気調和装置であって、前記室内機の設置位
置の床面からの高さを検出する高さ検出手段と、高さ閾値を設定する高さ閾値設定手段と
、前記高さ検出手段により検出された高さが、前記高さ閾値設定手段により設定された高
さ閾値以下であるか否かを検知する監視手段と、前記監視手段が、前記高さ検出手段によ
り検出された高さが前記高さ閾値設定手段により設定された高さ閾値以下であることを検
知した場合に、前記冷凍サイクル装置を運転不能とする制御手段と、を備えた構成とする
。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明に係る空気調和装置においては、室内機が不適切な高さ位置に設置された場合
に、室内機の冷凍サイクル装置の運転を制限することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】この発明の実施の形態１に係る空気調和装置の全体構成を模式的に示すブロック
図である。
【図２】この発明の実施の形態１に係る空気調和装置の動作を示すフロー図である。
【図３】この発明の実施の形態１に係る空気調和装置に設定される閾値の決定方法を説明
する図である。
【図４】図３に示す装置を用いて得られる冷媒濃度の時間変化の一例を示す図である。
【図５】図３に示す装置において冷媒吹出口の高さ変化させた際に得られる冷媒の最高濃
度の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　この発明を添付の図面に従い説明する。各図を通じて同符号は同一部分又は相当部分を
示しており、その重複説明は適宜に簡略化又は省略する。
【００１２】
実施の形態１．
　図１から図５は、この発明の実施の形態１に係るもので、図１は空気調和装置の全体構
成を模式的に示すブロック図、図２は空気調和装置の動作を示すフロー図、図３は空気調
和装置に設定される閾値の決定方法を説明する図、図４は図３に示す装置を用いて得られ
る冷媒濃度の時間変化の一例を示す図、図５は図３に示す装置において冷媒吹出口の高さ
変化させた際に得られる冷媒の最高濃度の一例を示す図である。
【００１３】
　図１において、１は、空気調和装置の室内機である。この室内機１は、空気調和の対象
となる部屋の室内に設置されている。室内機１は、当該部屋の床面２から所定の高さ位置
に配設される。また、当該部屋の外には、室外機３が設置されている。
【００１４】
　空気調和装置には、冷凍サイクル装置４が内蔵されている。冷凍サイクル装置４は、室
内機１と室外機３との間で循環的に設けられた冷媒配管５を備えている。この冷媒配管５
は、室内機１と室外機３との間での冷媒の循環経路の一部を構成している。冷媒配管５内
には冷媒ガスが封入されている。冷凍サイクル装置４は、室内機１及び室外機３のそれぞ
れと冷媒配管内の冷媒との間で熱交換を行うことにより、室内機１と室外機３との間で熱
を移動させるヒートポンプとして働く。
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【００１５】
　冷媒配管５内に封入される冷媒ガスは、可燃性（より正確には微燃性）のガスである。
また、この冷媒ガスは空気よりも平均分子量が大きく（空気に対する比重が１よりも大き
く）、空気中では重力方向の下方へと沈んでいく性質を持っている。この冷媒として、具
体的に例えば、ジフルオロメタン（ＣＨ２Ｆ２：Ｒ３２）、テトラフルオロプロパン（Ｃ
Ｆ３ＣＦ＝ＣＨ２：ＨＦＯ－１２３４ｙｆ）、プロパン（Ｒ２９０）、プロピレン（Ｒ１
２７０）、エタン（Ｒ１７０）、ブタン（Ｒ６００）、イソブタン（Ｒ６００ａ）、１．
１．１．２－テトラフルオロエタン（Ｃ２Ｈ２Ｆ４：Ｒ１３４ａ）、ペンタフルオロエタ
ン（Ｃ２ＨＦ５：Ｒ１２５）、１．３．３．３－テトラフルオロ－１－プロペン（ＣＦ３
－ＣＨ＝ＣＨＦ：ＨＦＯ－１２３４ｚｅ）等の中から選ばれる１つ以上の冷媒からなる（
混合）冷媒を用いることができる。ここでは、冷媒配管５内には、冷媒としてＲ３２（ジ
フルオロメタン：ＣＨ２Ｆ２）が封入されているとして説明を続ける。
【００１６】
　冷凍サイクル装置４の運転動作は、室内機１が備える運転制御手段６により制御される
。運転制御手段６は、冷凍サイクル装置４が備える例えばコンプレッサーの運転制御、及
び／又は、冷媒配管５の中途に介挿された電磁弁５ａの開閉制御等を行うことで、冷凍サ
イクル装置４の運転を制御する。
【００１７】
　室内機１の底部には、高さセンサ７が設けられている。この高さセンサ７は、室内機１
から床面２まで距離に応じた信号を出力するものである。高さセンサ７としては、具体的
に例えば、レーザー光、超音波又は赤外線等を利用して対象までの距離を検出するものを
用いることができる。なお、レーザー光を用いた距離計としては、例えば、波長６３５（
ｎｍ）のレーザーダイオードを使用したものを用いることができる。
【００１８】
　室内機１には、さらに、高さ測定手段８、監視手段９及び高さ閾値設定手段１０が備え
られている。高さ測定手段８は、高さセンサ７から出力された信号を処理して、室内機１
と床面２との距離、すなわち、室内機１の床面２に対する設置高さを測定する。
【００１９】
　監視手段９は、高さ測定手段８により測定された室内機１の設置高さが、高さ閾値以下
となったか否かを監視するものである。この監視手段９において監視基準として用いられ
る高さ閾値は、高さ閾値設定手段１０により設定される。すなわち、高さ閾値設定手段１
０は、監視手段９による室内機１の設置高さの測定値の監視に先立って、高さ閾値を設定
する。
【００２０】
　以下、高さ閾値設定手段１０による閾値の設定方法については、大きく分けて４つの方
法がある。これらの第１の方法から第４の方法について、以下に説明する。
【００２１】
　まず、第１の方法は、室内機１に備えられた記憶手段１１に予め閾値を記憶しておく方
法である。この第１の方法においては、高さ閾値設定手段１０は、記憶手段１１に記憶さ
れた閾値を取得し、この取得した値を監視手段９における監視閾値に設定する。この第１
の方法によれば、高さ閾値設定手段１０による高さ閾値の設定に必要な情報を予め記憶手
段１１に記憶しておくことで、使用時における操作量を低減し、利便性を向上することが
できる。
【００２２】
　次に、第２の方法は、室内機１に備えられた入力手段１２を介して入力された値を、監
視手段９における監視閾値に設定する方法である。入力手段１２としては、室内機１の本
体内に操作スイッチを設けるようにしてもよいし、室内機１のリモコンを利用してもよい
。この第２の方法によれば、その場で必要に応じて高さ閾値設定手段１０による高さ閾値
の設定に必要な情報を入力手段１２から入力することができ、設置環境等に応じてより柔
軟な高さ閾値の設定が可能である。
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【００２３】
　続いて、第３の方法は、当該室内機１が設置されている部屋の床面積を検出する広さセ
ンサ１３を設け、この広さセンサ１３の検出結果に基づいて高さ閾値を設定する方法であ
る。特許文献１の式（１）にも示されるように、冷媒の充填量と、冷媒の下限燃焼限界と
、室内機１の床面２からの設置高さと、室内機１が設置される部屋の床面積とは一定の関
係が成立している。
【００２４】
　ここで、冷媒の充填量は、一度冷媒を冷凍サイクル装置４に充填した後は原則としてあ
まり変化することがないため、予め定められた量であると見なすことができる。冷媒の下
限燃焼限界についても、用いる冷媒種（ここではＲ３２）が決まれば定まる量である。
【００２５】
　したがって、冷媒の充填量と下限燃焼限界が定数であるとした場合、前記一定の関係を
成立させる室内機１の設置高さは、部屋の床面積に応じて変化する。そこで、室内機１に
、当該室内機１が設置されている部屋の床面積を検出する広さセンサ１３を設け、この広
さセンサ１３の検出結果に基づいて高さ閾値設定手段１０は、高さ閾値を設定する。
【００２６】
　ここで、広さセンサ１３により検出された床面積から高さ閾値を設定する際に、前記一
定の関係を利用する場合、冷媒の充填量及び下限燃焼限界については、記憶手段１１に予
め記憶しておいてもよいし、入力手段１２から入力するようにしてもよい。このような第
３の方法によれば、室内機１が設置される部屋の床面積を自動的に検出して適切な高さ閾
値を設定することができる。
【００２７】
　なお、広さセンサ１３は、高さ閾値設定手段１０における高さ閾値の決定のための専用
のセンサを室内機１に備えるようにしてもよいし、室内機１が室内の温度分布を検出する
ために備えた温度センサと兼用するようにしてもよい。広さセンサ１３として専用のセン
サを用いる場合には、高さセンサ７と同様、レーザー光、超音波又は赤外線等を利用して
部屋の壁面までの距離を検出することで、部屋の床面積を算出することができる。
【００２８】
　また、広さセンサ１３を温度センサと兼用する場合、温度センサにより検出された室内
の温度分布に基づいて、部屋の壁面等の位置を検出することで、部屋の床面積を算出する
ことができる。この際、温度センサが、室内機１の吹部口のルーバー部分に取り付けられ
、ルーバーの向きを変化させることで温度センサの検出方向を一定範囲内で走査できるよ
うにされたものであれば、この温度センサを広さセンサ１３として利用する際にも一定範
囲内で走査して壁面までの距離を検出するようにすることで、より精度よく床面積を求め
ることができる。
【００２９】
　第４の方法は、室内機１が設置された部屋内の雰囲気の絶対湿度を検出する絶対湿度セ
ンサ１４を設け、この絶対湿度センサ１４の検出結果に基づいて高さ閾値を設定する方法
である。
【００３０】
　この発明の発明者らは、実験により、同じ冷媒種、同じ冷媒濃度で、同じ着火源で着火
させた場合、絶対湿度が高くなるほど燃焼規模は大きくなる傾向があり、冷媒の漏洩によ
り引き起こされ得る事態の潜在的な重大度は雰囲気の絶対湿度が高いほど大きいという知
見を得ている。
【００３１】
　この知見に基づけば、室内機１の設置高さが同じであっても、室内の絶対湿度が高いほ
ど、冷媒の漏洩により引き起こされ得る事態の潜在的な重大度は大きくなる。そこで、こ
の第４の方法においては、高さ閾値設定手段１０は、絶対湿度センサ１４により検出され
た絶対湿度の値が高いほど、高さ閾値が高くなるように設定する。この第４の方法によれ
ば、雰囲気の絶対湿度に応じて適切な高さ閾値を設定することができる。
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【００３２】
　なお、以上の第１の方法から第４の方法は、これらのうちの複数を適宜に併用して、あ
るいは、組み合わせて用いることが可能である。例えば、前記一定の関係（特許文献１の
式（１）の関係）を用いて高さ閾値を設定する場合、冷媒充填量、下限燃焼限界及び床面
積のうち、下限燃焼限界を予め記憶手段１１に記憶しておき、冷媒充填量及び床面積を入
力手段１２により入力するようにすることができる。
【００３３】
　また、例えば、第１の方法から第３の方法のいずれかを用いて設定した高さ閾値を、第
４の方法で用いた絶対湿度センサ１４による検出結果に基づいて、修正するようにするこ
ともできる。
【００３４】
　監視手段９は、高さ測定手段８により測定された室内機１の設置高さが、以上のように
して高さ閾値設定手段１０により設定された高さ閾値以下となったか否かを監視する。そ
して、監視の結果、室内機１の設置高さが高さ閾値以下となった場合には、運転制御手段
６は、冷凍サイクル装置４の運転を停止させる。
【００３５】
　この運転停止は、冷凍サイクル装置４の例えばコンプレッサーの運転を停止させたり、
冷媒配管５の電磁弁５ａを閉じたりすることにより行われる。または、さらに、冷凍サイ
クル装置４への通電自体を遮断するヒューズを設け、このヒューズの機能により冷凍サイ
クル装置４の運転を阻止するようにすることもできる。
【００３６】
　以上のように構成された空気調和装置の電源投入時の動作を、図２のフロー図を参照し
ながら説明する。
　室内機１の部屋内への設置据付が完了し、室内機１の電源が投入されると、まず、ステ
ップＳ１において、高さ閾値設定手段１０における高さ閾値の設定に必要な情報を、入力
手段１２を用いて入力する。なお、高さ閾値の設定に情報の入力を必要としない場合（例
えば、必要な情報が予め事前に記憶手段１１に記憶されている場合等）には、このステッ
プＳ１は飛ばして構わない。
【００３７】
　すると、ステップＳ２において、高さ閾値設定手段１０は、記憶手段１１に記憶された
情報、ステップＳ１で入力手段１２により入力された情報、広さセンサ１３の検出結果、
及び、絶対湿度センサ１４の検出結果のうち、必要なものを適宜に用いて高さ閾値を設定
する。この高さ閾値設定手段１０における高さ閾値の設定は、前述した第１の方法から第
４の方法、あるいはこれらのうちの複数の方法の併用又は組み合わせにより行われる。
【００３８】
　そして、ステップＳ３へと進み、高さセンサ７及び高さ測定手段８により、室内機１の
床面２に対する設置高さを測定する。続くステップＳ４において、監視手段９は、高さセ
ンサ７及び高さ測定手段８により測定された室内機１の床面２からの設置高さが、先のス
テップＳ２で設定された高さ閾値以下であるか否かを確認する。
【００３９】
　室内機１の設置高さが高さ閾値を超えている場合には、ステップＳ５へと進む。このス
テップＳ５においては、室内機１の運転は可能とされ、室内機１が運転中であれば、運転
制御手段６は室内機１（冷凍サイクル装置４）の運転を継続する。ステップＳ５の後はス
テップＳ３へと戻る。
【００４０】
　一方、ステップＳ４において、室内機１の設置高さが高さ閾値以下である場合には、ス
テップＳ６へと進む。このステップＳ６においては、室内機１の運転は不能とされ、室内
機１が運転中であれば、運転制御手段６は室内機１（冷凍サイクル装置４）の運転を停止
する。そして、一連の動作フローは終了となる。
【００４１】
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　ここで、高さ閾値設定手段１０における高さ閾値の設定方法として、特に第１の方法又
は第２の方法を用いる場合であって、例えば特許文献１の式（１）のような関係式を用い
ないとき、記憶手段１１に予め記憶する又は入力手段１２により入力する高さ閾値の値を
どうやって決定するのか、という問題がある。
　そこで、次に、図３から図５を参照しながら、適切な高さ閾値の設定値の決定方法の一
例について説明する。
【００４２】
　図３は、高さ閾値の決定方法を説明する図であり、高さ閾値の設定値の決定に用いる評
価実験装置を示すものである。この図３において、密閉空間２０は、内寸法が２（ｍ）×
２（ｍ）×２．５（ｍ）の気密に形成された空間である。この密閉空間２０は、例えば、
９（ｍｍ）厚のベニヤ板を組み合わせ、ベニヤ板の接合部分にシリコン接着剤でコーキン
グを施すことにより作成することができる。
【００４３】
　密閉空間２０における壁面部の１箇所には、幅９００（ｍｍ）の開閉扉を設けられてお
り、ここから密閉空間２０内に出入りすることができるようになっている。また、この開
閉扉に、適当な大きさのアクリル窓を備え、この窓を通じて中の状態を見ることができる
ようにしてもよい。なお、このアクリル窓の周辺についても、シリコン接着剤でコーキン
グを施しておく。
【００４４】
　密閉空間２０内の側壁における所定の高さ位置には、室内機１が設置される。ここでは
、室内機１の設置高さは、０．１（ｍ）、０．６（ｍ）、１．０（ｍ）及び１．８（ｍ）
の高さに、室内機１の吹出口がくるように、それぞれ設置できるようにする。
【００４５】
　冷媒ボンベ２１内には、室内機１で用いられるものと同じ冷媒が充填されている（ここ
では、冷媒ボンベ２１内にはＲ３２が液相で充填されているものとする）。冷媒ボンベ２
１からは冷媒供給管２２が延びている。この冷媒供給管２２の先端部は、銅細管２２ａが
接続される。銅細管２２ａの先端は、室内機１の内部で開放されている。ここでは、銅細
管２２ａの開放端は、室内機１の内部における熱交換機の近傍に配置されている。銅細管
２２ａの開放端は、鉛直下向きに向けられている。
【００４６】
　銅細管２２ａとしては、ここでは、Ａ：φ６．３（ｍｍ）×３（ｍＬ）、Ｂ：φ０．６
（ｍｍ）×１０００（ｍｍＬ）、Ｃ：φ０．５（ｍｍ）×１５（ｍＬ）の３種類を交換し
て用いることができるようにしている。これらＡ～Ｃ、３種類の銅細管２２ａを交換して
用いることで、冷媒の漏洩速度を変えることができる。以下、これらＡ～Ｃの銅細管２２
ａを用いた場合の条件をそれぞれ、条件Ａ、条件Ｂ、条件Ｃという。
【００４７】
　なお、冷媒供給管２２と銅細管２２ａとの接続箇所は、密閉空間２０の外側に形成され
ている。また、冷媒供給管２２の径は、φ０．６（ｍｍ）より大きい。このようにして、
室内機１の内部における冷媒ガスの漏洩を仮想的に実現している。
【００４８】
　冷媒ボンベ２１は、台秤２３の上に載せられている。台秤２３による冷媒ボンベ２１の
重量の測定値は、測定用端末２４へと送られる。冷媒ボンベ２１のバルブを開き、冷媒が
密閉空間２０内に漏洩するに従い冷媒ボンベの重量は低下する。この際の冷媒ボンベ２１
の重量の時間変化を測定用端末２４にて計測することで、冷媒ボンベ２１から密閉空間２
０内への冷媒漏洩速度（ｇ／ｍｉｎ）を求めることができる。
【００４９】
　なお、前述した条件Ａ～Ｃで実際に測定した結果、条件Ａ：５００（ｇ／ｍｉｎ）、条
件Ｂ：１００（ｇ／ｍｉｎ）、条件Ｃ：１０（ｇ／ｍｉｎ）となった。
【００５０】
　密閉空間２０内の中央部には、床上５０（ｍｍ）、１５０（ｍｍ）、３００（ｍｍ）、
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４５０（ｍｍ）、６００（ｍｍ）及び７５０（ｍｍ）の位置に、それぞれ酸素センサ２５
を取り付けたスタンドが備えられている。これらの酸素センサ２５からは、酸素濃度に応
じた信号が出力される。これらの酸素センサ２５からの出力は、測定用端末２４へと送ら
れる。
【００５１】
　密閉空間内の酸素量の初期状態は、密閉空間２０内の空気に対して２１．０（体積％）
とする。冷媒の漏洩によって密閉空間２０内に存在する全ての気体に対して空気が占める
相対的な割合が減少する。密閉空間２０内における空気の割合が減少すれば、密閉空間２
０内の酸素濃度は低下する。しかし、密閉空間２０内の空気に対する酸素の割合は変わら
ない。したがって、各酸素センサ２５により測定された密閉空間内の酸素濃度（体積％）
を０．２１で除することで空気濃度が算出され、これを１００（体積％）から減じること
で、密閉空間２０内の各高さ位置における冷媒濃度を求めることができる。
【００５２】
　例えば、室内機１の吹出口が床上１．０（ｍ）になるように密閉空間２０内に据え付け
、条件ＡでＲ３２冷媒を計１．３（ｋｇ）漏洩させた場合における、密閉空間２０内の各
高さ位置におけるＲ３２の濃度の時間変化を、図４に示す。この図４中における下矢印（
↓）は、各測定点における最高濃度を指している。
【００５３】
　Ｒ３２は空気より重たいため、酸素センサ２５の位置（測定点）が低い程、Ｒ３２の濃
度は高くなる。すなわち、各測定点における最高濃度同士を比較すると、床から最も低い
床上５０（ｍｍ）の位置の測定点において、最も高い濃度となることがわかる。なお、床
上５０（ｍｍ）未満の位置には酸素センサ２５を配置していないため、床上５０（ｍｍ）
未満における冷媒濃度は測定していない。ここでは、床上５０（ｍｍ）未満の領域におい
ては、実際上危険がおきないものとしている。
【００５４】
　そして、今度は、冷媒の漏洩速度は条件Ａとしたまま、室内機１の吹出口の据付高さを
０．１（ｍ）、０．６（ｍ）、１．０（ｍ）、１．８（ｍ）と変化させて同様の実験を行
った場合における、床から最も低い床上５０（ｍｍ）の位置の測定点Ｒ３２の最高濃度を
プロットした結果が、図５である。
【００５５】
　この図５からわかるように、冷媒の漏洩速度を一定にした場合、室内機１の吹出口の据
付高さが低くなるほど冷媒の最高濃度は高くなり、逆に室内機１の吹出口の据付高さが高
くなるほど冷媒の最高濃度は低くなる。冷媒の漏洩速度の条件Ａという条件は、前述した
Ａ～Ｃの３条件の中で、冷媒の漏洩速度が最も大きいものである。そして、このような条
件下で、冷媒の最高濃度が冷媒の燃焼下限濃度（ＬＦＬ）に達し得る室内機１の設置高さ
の最大値を、図５のグラフから読み取ることで、漏洩した冷媒の最高濃度が冷媒の燃焼下
限濃度に達する蓋然性が低い室内機１の設置高さの下限Ｈｍｉｎを決めることができる。
【００５６】
　具体的に、図５に示した例で説明すると、プロットされた４点を通るように多項式近似
した曲線とＬＦＬとの交点から、室内機１の設置高さの下限Ｈｍｉｎを求めることができ
る。ここで、冷媒がＲ３２の場合、ＬＦＬ＝１４．４（体積％）である。したがって、図
５の例では、Ｈｍｉｎは、おおよそ０．７～０．８（ｍ）となる。記憶手段１１に予め記
憶する、あるいは、入力手段１２から直接入力する高さ閾値としては、このＨｍｉｎに安
全係数として例えば１．２を乗じたものを用いる。
【００５７】
　さらに、密閉空間２０の床面積、冷媒の漏洩量及び冷媒の漏洩速度のそれぞれを変化さ
せて、以上の実験を繰り返した結果、密閉空間２０の床面積が小さいほど、冷媒の漏洩量
が多いほど、また、冷媒の漏洩速度が大きいほど、Ｈｍｉｎは小さくなることを確認した
。
【００５８】
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　また、床面積と漏洩冷媒量については、実寸法（実際の量）で実験しなくとも、実験し
た床面積と漏洩冷媒量との比から、実寸法（実際の量）でのＨｍｉｎを推算することがで
きることも確認した。すなわち、ある床面積と漏洩冷媒量におけるＨｍｉｎを実験により
求めておけば、この実験から求めたＨｍｉｎに基づいて、実験時とは異なる床面積及び／
又は漏洩冷媒量におけるＨｍｉｎを算出することが可能である。
【００５９】
　一般的に、エアコン（空気調和装置）の商品カタログには、その能力と設置する部屋の
床面積目安が記載されている。空気調和装置の冷媒充填量は、空気調和装置の機種と延長
配管長さ等にもよるが、おおむねその能力に相関すると考えることができる。具体的に例
えば、能力が２．２ｋＷの場合、冷媒充填量は７５０ｇくらいであり、床面積目安は６畳
（２畳＝３．３（ｍ＾２）として、９．９（ｍ＾２））となっている。
【００６０】
　したがって、これらの製品仕様から冷媒充填量Ｗ（ｋｇ）及び対象部屋床面積Ｓ（ｍ＾
２）を推定することができる。こうして推定したＷ及びＳと、実験から求めたＨｍｉｎと
、当該実験時の冷媒充填量及び床面積とから、（安全係数も考慮して）高さ閾値を決定す
る。そして、高さ閾値設定手段１０における高さ閾値の設定方法として前述した第１の方
法を用いる場合には、こうして決定した高さ閾値を、製品出荷時等に予め記憶手段１１に
記憶させておく。また、前述した第２の方法を用いる場合には、こうして決定した高さ閾
値を入力手段１２により入力する。
【００６１】
　なお、Ｈｍｉｎの値を実験により決定する際に、冷媒漏洩速度は、実際想定される挙動
と安全との関係から、１００～５００（ｇ／ｍｉｎ）の範囲で実施することが望ましい。
また、冷媒充填量Ｗ（ｋｇ）は、製品において想定されるものより大きいデータから推算
した方が、より安全側に傾いた高さ閾値を設定することができる（残存冷媒量が少なくな
ると、内圧が下がって漏洩速度が小さくなるため）。
【００６２】
　ところで、前述した高さ閾値設定手段１０における高さ閾値を設定する方法においては
、特許文献１に記載された式（１）の関係を用いて行う例について説明したが、この式（
１）の関係に代えて、以上に述べた実験結果に基づいて高さ閾値を決定することがより好
ましい。
【００６３】
　具体的に例えば、予め実験結果として得られたＨｍｉｎの値及びその実験時における条
件（床面積及び冷媒漏洩量）を記憶手段１１に予め記憶しておく。また、室内機１の冷媒
充填量及び安全係数についても記憶手段１１に予め記憶しておく。そして、高さ閾値設定
手段１０は、室内機１が設置された部屋の床面積として入力手段１２に入力された値又は
広さセンサ１３により検出された値を用いるとともに、記憶手段１１に記憶された情報を
用いることで、適切な高さ閾値を算出して設定することができるようになる。
【００６４】
　加えて、高さ閾値設定手段１０により設定される高さ閾値は、０．７～１．５（ｍ）の
範囲内に限定されるようにすることが、より望ましい。すなわち、具体的に例えば、入力
手段１２から０．７～１．５（ｍ）の範囲を外れた値が入力された場合には、高さ閾値設
定手段１０は、強制的に０．７～１．５（ｍ）の範囲内の値を高さ閾値に設定する。
【００６５】
　高さ閾値を限定する範囲を、０．７～１．５（ｍ）とする理由は次の通りである。すな
わち、特に日本国内においては、空気調和装置の推奨設置面積が守られて使用されるケー
スがほとんどであって、空気調和装置が設置される環境は、比較的に狭い密閉空間が多い
と見なすことができる。したがって、室内機１が設置される部屋の床面積３～６畳で、冷
媒充填量０．７～１．５（ｋｇ）の場合が大部分を占める。そして、このような環境下に
おいては、以上に述べた実験結果を踏まえると、高さ閾値の範囲を０．７～１．５（ｍ）
とすることが最もよいということをこの発明の発明者は見いだした。このように、高さ閾
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を未然に防止することができる。
【００６６】
　以上のように構成された空気調和装置は、空気より平均分子量が大きい冷媒ガスを用い
た冷凍サイクル装置４を有する室内機１を備えた空気調和装置であって、室内機の設置位
置の床面からの高さを検出する高さ検出手段である高さセンサ７及び高さ測定手段８と、
高さ閾値を設定する高さ閾値設定手段１０と、高さ検出手段により検出された高さが、高
さ閾値設定手段１０により設定された高さ閾値以下であるか否かを検知する監視手段９と
、監視手段９が、高さ検出手段により検出された高さが高さ閾値設定手段１０により設定
された高さ閾値以下であることを検知した場合に、冷凍サイクル装置４を運転不能とする
制御手段（運転制御手段６）と、を備えている。
【００６７】
　このため、室内機が不適切な高さ位置に設置された場合に、室内機の冷凍サイクル装置
の運転を制限することができる。また、室内機の据付時等の運転停止時に、室内機が不適
切な高さ位置に設置された後の運転を制限することができ、運転停止時に空気より重たい
燃焼性を有する冷媒が室内機から設置部屋内に漏洩した際においても、その後の運転を不
能とすることで、可燃領域の形成を抑制することができる。
【符号の説明】
【００６８】
　１　室内機、　２　床面、　３　室外機、　４　冷凍サイクル装置、　５　冷媒配管、
　５ａ　電磁弁、　６　運転制御手段、　７　高さセンサ、　８　高さ測定手段、　９　
監視手段、　１０　高さ閾値設定手段、　１１　記憶手段、　１２　入力手段、　１３　
広さセンサ、　１４　絶対湿度センサ、　２０　密閉空間、　２１　冷媒ボンベ、　２２
　冷媒供給管、　２２ａ　銅細管、　２３　台秤、　２４　測定用端末、　２５　酸素セ
ンサ。
【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】
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